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○仙台市
せんだいし

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやす

いまちをつくる条例
じょうれい

 

平成
へいせい

二 八 年
にじゅうはちねん

三月
さんがつ

一四日
じゅうよっか

 

仙台市
せんだいし

条例
じょうれい

第三号
だいさんごう

 

改正
かいせい

 令和
れ い わ

五年
ご ね ん

六月
ろくがつ

条例
じょうれい

第三二号
だいさんじゅうにごう

 

目次
も く じ

 

前文
ぜんぶん

 

第一章
だいいちしょう

 総則
そうそく

（第一条
だいいちじょう

―
ー

第六条
だいろくじょう

） 

第二章
だいにしょう

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

（第七条
だいななじょう

―
ー

第 九 条
だいきゅうじょう

） 

第三章
だいさんしょう

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

するための施策
しさく

等
とう

 

第一節
だいいっせつ

 基本的
きほんてき

な施策
し さ く

（第 十 条
だいじゅうじょう

―
ー

第十七条
だいじゅうななじょう

） 

第二節
だいにせつ

 差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

（第十八条
だいじゅうはちじょう

―
ー

第二十三条
だいにじゅうさんじょう

） 

第四章
だいよんしょう

 雑則
ざっそく

（第二十四条
だいにじゅうよんじょう

） 

附則
ふ そ く

 

すべて人
ひと
は、かけがえのない個人

こじん
として尊 重

そんちょう
されるものであり、市民

しみん
一人
ひとり

ひとりが、

多様
たよう

な人格
じんかく

と個性
こせい

を尊 重
そんちょう

し合
あ
いながら、支

ささ
え合

あ
い、生

い
きがいを持

も
って、安心

あんしん
した

生活
せいかつ

を送
おく
ることができる社会

しゃかい
の実現

じつげん
は、わたしたちの共 通

きょうつう
の願

ねが
いである。 

しかしながら、障 害
しょうがい

のある人
ひと
は、心身

しんしん
の障 害

しょうがい
による生活

せいかつ
のしづらさに加

くわ
え、

周囲
しゅうい

の理解
りかい

の不足
ふそく

や偏
へん
見
けん
、障 害

しょうがい
への配慮

はいりょ
が十 分

じゅうぶん
ではない仕組

し く
みや慣 習

かんしゅう
等
とう
のさま

ざまな社会的
しゃかいてき

な障 壁
しょうへき

による困難
こんなん

を抱
かか
え、時

とき
には、障 害 者

しょうがいしゃ
虐 待
ぎゃくたい

など人権
じんけん

を侵害
しんがい

される深刻
しんこく

な 状 況
じょうきょう

に置
お
かれることもある。また、未曽

み ぞ
有
う
の被害

ひがい
をもたらした東日本

ひがしにほん

大震災
だいしんさい

においては、災害
さいがい

対策
たいさく

や地域
ちいき

生活
せいかつ

において障 害
しょうがい

への配慮
はいりょ

が不十分
ふじゅうぶん

な

現 状
げんじょう

が明
あき
らかになった。 

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

をなくすためには、市民
しみん

一人
ひとり

ひとりがこの問題
もんだい

を深
ふか
く受

う
け止

と

め、自分
じぶん

たちの暮
く
らしの中

なか
で向

む
き合

あ
い、差別

さべつ
の解 消

かいしょう
に向

む
けて共

とも
に取

と
り組

く
むことが必要

ひつよう

である。 

わたしたちのまち仙台
せんだい

には、「健康
けんこう

都市
と し

宣言
せんげん

」や日本
にほん

で初
はじ
めての「身体

しんたい
障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

モデル都市
と し

」指定
してい

など、障 害 者
しょうがいしゃ

の生活圏
せいかつけん

拡 張
かくちょう

運動
うんどう

や福祉
ふくし

のまちづくりの

発祥地
はっしょうち

と言
い
われる、障 害

しょうがい
のある人

ひと
自身
じしん

が発信
はっしん

し、市民
しみん

とともに福祉
ふくし

のまちづくりに

取
と
り組

く
んできた歴史

れきし
がある。また、「仙台市

せんだいし
ひとにやさしいまちづくり条 例

じょうれい
」をいち早

はや

く制定
せいてい

し、さまざまな施設
しせつ

がすべての人
ひと
にとって利用

りよう
しやすいものとなるように、その

整備
せいび

に努
つと
めてきた。 

こうした福祉
ふくし

のまちづくりの歴史
れきし

を継 承
けいしょう

し、市民
しみん

、事
じ
業 者
ぎょうしゃ

、行 政
ぎょうせい

が共
とも
に知恵

ち え
と
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力
ちから

を出
だ
し合

あ
い、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
とする差別

さべつ
をなくすことを決意

けつい
し、一人

ひとり
ひとりの多様

たよう
な

人格
じんかく

と個性
こせい

を認
みと
め合

あ
い、障 害

しょうがい
のある人

ひと
もない人

ひと
も自分

じぶん
らしく、自立

じりつ
と社会

しゃかい
参加
さんか

を

実現
じつげん

できる共 生
きょうせい

のまち・仙台
せんだい

を目指
め ざ

すため、この条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

第 一 章
だいいちしょう

 総則
そうそく

 

（目的
もくてき

） 

第 一 条
だいいちじょう

 この条 例
じょうれい

は、本市
ほんし

における障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かしょう

に関
かん
し、基本

きほん

理念
りねん

を定
さだ
め、市

し
、事

じ
業 者
ぎょうしゃ

及
およ
び市民

しみん
の責務

せきむ
を明

あき
らかにするとともに、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
と

する差別
さべつ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

するための基本的
きほんてき

な事項
じこう

を定
さだ
めることにより、障 害

しょうがい
を理由

りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

し、もって障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ
てられることなく、相互

そうご
に尊 重

そんちょう
し合

あ
う共 生

きょうせい
社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを

目的
もくてき

とする。 

（定義
ていぎ

） 

第二条
だいにじょう

 この条 例
じょうれい

において、次
つぎ
の各号

かくごう
に掲

かか
げる用語

ようご
の意義

い ぎ
は、それぞれ当該

とうがい
各号
かくごう

に定
さだ
めるところによる。 

一
いち

 障 害
しょうがい

 身体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

（発達
はったつ

障 害
しょうがい

を含
ふく
む。）その他

た

の心身
しんしん

の機能
きのう

の障 害
しょうがい

をいう。 

二
に
 障 害 者

しょうがいしゃ
 障 害

しょうがい
がある者

もの
であって、障 害

しょうがい
及
およ
び社会的

しゃかいてき
障 壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また
は社会

しゃかい
生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う
ける状 態

じょうたい
にあるものをいう。 

三
さん

 社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

 障 害
しょうがい

がある者
もの
にとって日 常

にちじょう
生活
せいかつ

又
また
は社会

しゃかい
生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で障 壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じぶつ

、制度
せいど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た
一切
いっさい

のものを

いう。 

四
よん

 不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

い 正当
せいとう

な理由
りゆう

なく、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

として、障 害 者
しょうがいしゃ

でない

者
もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な取 扱

とりあつか
いをすることをいう。 

五
ご
 合理的

ごうりてき
配慮
はいりょ

 障 害 者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ
び障 害

しょうがい
の状 態

じょうたい
に応

おう
じた社会的

しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のための必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な現 状
げんじょう

の変更
へんこう

又
また
は調 整

ちょうせい
をいう。 

六
ろく

 事
じ
業 者
ぎょうしゃ

 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん
する法律

ほうりつ
（平成

へいせい

二十五年
にじゅうごねん

法律
ほうりつ

第六十五号
だいろくじゅうごごう

）第二条
だいにじょう

第七号
だいななごう

に規定
きてい

する事
じ
業 者
ぎょうしゃ

をいう。 

（令五
れいご

、六
ろく
・改正

かいせい
） 

（障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の基本
きほん

理念
りねん

） 

第 三 条
だいさんじょう

 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

は、次
つぎ
に掲

かか
げる基本

きほん
理念
りねん

（以下
い か

「基本
きほん

理念
りねん

」という。）の下
もと

行
おこな

われなければならない。 

一
いち

 全
すべ
ての障 害 者

しょうがいしゃ
が、障 害 者

しょうがいしゃ
でない者

もの
と等

ひと
しく、基本的

きほんてき
人権
じんけん

を 享
きょう

有
ゆう
する個人

こじん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも
んぜられ、その尊厳

そんげん
にふさわしい生活

せいかつ
を保障

ほしょう
される権利

けんり
を有

ゆう
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すること 

二
に
 何人

なんぴと
も、不当

ふとう
な差別的

さべつてき
取 扱
とりあつか

いにより障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

利益
りえき

を侵害
しんがい

してはならない

こと 

三
さん

 社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のためには、障 害 者
しょうがいしゃ

との対話
たいわ

を 行
おこな

いながら、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うことが促進
そくしん

される必要
ひつよう

があること 

四
よん

 全
すべ
ての障 害 者

しょうがいしゃ
は、可能

かのう
な限

かぎ
り、言語

げんご
（手話

しゅわ
を含

ふく
む。）その他

た
の意思

い し
疎通
そつう

のため

の手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
きかい

が確保
かくほ

されるとともに、情 報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また
は利用

りよう
のた

めの手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
きかい

の拡大
かくだい

が図
はか
られること 

五
ご
 障 害

しょうがい
を理由

りゆう
とする差別

さべつ
は、障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する理解

りかい
の不足

ふそく
又
また
は偏

へん
見
けん
から 生

しょう
じ得

え

ることから、全
すべ
ての事業者

じぎょうしゃ
及
およ
び市民

しみん
が障 害

しょうがい
及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する理解

りかい
を深

ふか
める

必要
ひつよう

があること 

六
ろく

 障 害
しょうがい

がある女性
じょせい

は障 害
しょうがい

及
およ
び性別

せいべつ
による複合的

ふくごうてき
な要因

よういん
により差別

さべつ
を受

う
けや

すいこと、障 害
しょうがい

がある児童
じどう

に対
たい
しては障 害

しょうがい
及
およ
び年齢

ねんれい
に応

おう
じた適切

てきせつ
な支援

しえん
が

必要
ひつよう

であること等
とう
を踏

ふ
まえ、全

すべ
ての障 害 者

しょうがいしゃ
について、障 害

しょうがい
の状 態

じょうたい
のほか、そ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、 状 況
じょうきょう

等
とう
に応

おう
じた適切

てきせつ
な配慮

はいりょ
が求

もと
められること 

七
なな

 災害
さいがい

時
じ
の避難

ひなん
、生活

せいかつ
等
とう
において、障 害

しょうがい
がある者

もの
がより困難

こんなん
な 状 況

じょうきょう
に至

いた
る

ことを踏
ふ
まえ、障 害

しょうがい
がある者

もの
の安全

あんぜん
及
およ
び安心

あんしん
を確保

かくほ
するため、地域

ちいき
における

災害
さいがい

時
じ
の支援

しえん
体制
たいせい

の整備
せいび

及
およ
び災害

さいがい
発生
はっせい

時
じ
における適切

てきせつ
な支援

しえん
活動
かつどう

が求
もと
められる

こと 

（令五
れいご

、六
ろく
・改正

かいせい
） 

（市
し
の責務

せきむ
） 

第 四 条
だいよんじょう

 市
し
は、基本

きほん
理念
りねん

にのっとり、障 害
しょうがい

及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する理解

りかい
の促進

そくしん
を図

はか

るとともに、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

に関
かん
する施策

しさく
を総合的

そうごうてき
かつ計画的

けいかくてき
に

実施
じっし

するものとする。 

（事
じ
業 者
ぎょうしゃ

の責務
せきむ

） 

第五条
だいごじょう

 事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、基本
きほん

理念
りねん

にのっとり、障 害
しょうがい

及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する理解

りかい
を深

ふか
め

るとともに、市
し
が実施

じっし
する施策

しさく
に 協 力

きょうりょく
するよう努

つと
めるものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・改正

かいせい
） 

（市民
しみん

の責務
せきむ

） 

第 六 条
だいろくじょう

 市民
しみん

は、基本
きほん

理念
りねん

にのっとり、障 害
しょうがい

及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する理解

りかい
を深

ふか
める

とともに、市
し
が実施

じっし
する施策

しさく
に 協 力

きょうりょく
するよう努

つと
めるものとする。 

第二章
だいにしょう

 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

 

（不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

） 
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第 七 条
だいななじょう

 市
し
及
およ
び事

じ
業 者
ぎょうしゃ

は、次
つぎ
に掲

かか
げる取 扱

とりあつか
いその他

た
の不当

ふとう
な差別的

さべつてき
取 扱
とりあつか

いに

より、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

利益
りえき

を侵害
しんがい

してはならない。 

一
いち

 障 害 者
しょうがいしゃ

に福祉
ふくし

サービス（社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

二十六年
にじゅうろくねん

法律
ほうりつ

第四十五号
だいよんじゅうごごう

）

第二条
だいにじょう

第一項
だいいっこう

に規定
きてい

する社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業
じぎょう

に係
かか
る福祉

ふくし
サービス又

また
はこれに類

るい
する

福祉
ふくし

サービスをいう。以下
い か

この号
ごう
及
およ
び第三号

だいさんごう
において同

おな
じ。）を提 供

ていきょう
する場合

ばあい
に

おける次
つぎ
に掲

かか
げる取 扱

とりあつか
い 

イ 福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

に関
かん
する適切

てきせつ
な相談

そうだん
及
およ
び支援

しえん
が 行

おこな
われることなく、

障 害 者
しょうがいしゃ

の意思
い し

に反
はん
して、福祉

ふくし
サービスを 行

おこな
う施設

しせつ
への入 所

にゅうしょ
（入 居

にゅうきょ
を含

ふく

む。）及
およ
び当該

とうがい
施設
しせつ

における生活
せいかつ

を 強
きょう

制
せい
すること 

ロ 障 害 者
しょうがいしゃ

の生命
せいめい

又
また
は身体

しんたい
の保護

ほ ご
のためにやむを得

え
ないと認

みと
められる場合

ばあい
その

他
た
の客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある場合

ばあい
を除

のぞ
き、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
として、福祉

ふくし
サービ

スの提 供
ていきょう

を拒否
きょひ

し、若
も
しくは制限

せいげん
し、又

また
は当該

とうがい
提 供
ていきょう

に条 件
じょうけん

を付
ふ
することそ

の他
た
の障 害 者

しょうがいしゃ
でない者

もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な取 扱

とりあつか
いをすること 

二
に
 障 害 者

しょうがいしゃ
に医療

いりょう
を提 供

ていきょう
する場合

ばあい
における次

つぎ
に掲

かか
げる取 扱

とりあつか
い 

イ 法令
ほうれい

に特別
とくべつ

の定
さだ
めがある場合

ばあい
を除

のぞ
き、障 害 者

しょうがいしゃ
が希望

きぼう
しない入 院

にゅういん
その他

た
の

医療
いりょう

を受
う
けることを強 制

きょうせい
し、又

また
は自由

じゆう
な行動

こうどう
を制限

せいげん
すること 

ロ 障 害 者
しょうがいしゃ

の生命
せいめい

又
また
は身体

しんたい
の保護

ほ ご
のためにやむを得

え
ないと認

みと
められる場合

ばあい
その

他
た
の客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある場合

ばあい
を除

のぞ
き、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
として、医療

いりょう
の

提 供
ていきょう

を拒否
きょひ

し、若
も
しくは制限

せいげん
し、又

また
は当該

とうがい
提 供
ていきょう

に条 件
じょうけん

を付
ふ
することその他

た

の障 害 者
しょうがいしゃ

でない者
もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な取 扱

とりあつか
いをすること 

三
さん

 障 害 者
しょうがいしゃ

に商 品
しょうひん

を販売
はんばい

し、又
また
はサービス（福祉

ふくし
サービスを除

のぞ
く。）を提 供

ていきょう

する場合
ばあい

において、障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい
して、客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある場合

ばあい
を除

のぞ

き、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

として、当該
とうがい

販売
はんばい

若
も
しくは提 供

ていきょう
を拒否

きょひ
し、若

も
しくは制限

せいげん
し、

又
また
はこれらに条 件

じょうけん
を付

ふ
することその他

た
の障 害 者

しょうがいしゃ
でない者

もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な

取 扱
とりあつか

いをすること 

四
よん

 障 害 者
しょうがいしゃ

に教 育
きょういく

を 行
おこな

う場合
ばあい

における次
つぎ
に掲

かか
げる取 扱

とりあつか
い 

イ 障 害 者
しょうがいしゃ

の年齢
ねんれい

及
およ
び能 力

のうりょく
に応

おう
じ、かつ、その特性

とくせい
を踏

ふ
まえた十 分

じゅうぶん
な

教 育
きょういく

が受
う
けられるようにするために必要

ひつよう
な指導

しどう
又
また
は支援

しえん
を講

こう
じないこと 

ロ 障 害 者
しょうがいしゃ

若
も
しくはその保護者

ほごしゃ
（学校

がっこう
教 育 法
きょういくほう

（昭和
しょうわ

二十二年
にじゅうにねん

法律
ほうりつ

第二十六号
だいにじゅうろくごう

）第 十 六 条
だいじゅうろくじょう

に規定
きてい

する保護者
ほごしゃ

をいう。）の意見
いけん

を聴
き
かず、若

も
しく

は意思
い し

を尊 重
そんちょう

せず、又
また
はこれらの者

もの
に必要

ひつよう
な説明

せつめい
を 行

おこなわ
わずに、就 学

しゅうがく
する

学校
がっこう

（同法
どうほう

第 一 条
だいいちじょう

に規定
きてい

する小 学 校
しょうがっこう

、中 学 校
ちゅうがっこう

、中 等
ちゅうとう

教 育
きょういく

学校
がっこう

（前期
ぜんき

課程
かてい

に限
かぎ
る。）又

また
は特別

とくべつ
支援
しえん

学校
がっこう

（小学部
しょうがくぶ

及
およ
び中学部

ちゅうがくぶ
に限

かぎ
る。）をいう。）
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を決定
けってい

すること 

五
ご
 労働者

ろうどうしゃ
の募集

ぼしゅう
又
また
は採用

さいよう
を 行

おこな
うに当

あ
たり、業務

ぎょうむ
の性 質 上

せいしつじょう
やむを得

え
ない場合

ばあい

その他
た
の客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある場合

ばあい
を除

のぞ
き、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
として、

障 害 者
しょうがいしゃ

の応募
おうぼ

若
も
しくは採用

さいよう
を拒否

きょひ
し、若

も
しくは制限

せいげん
し、又

また
はこれらに条 件

じょうけん
を付

ふ

することその他
た
の障 害 者

しょうがいしゃ
でない者

もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な取 扱

とりあつか
いをすること 

六
ろく

 障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

する場合
ばあい

において、当該
とうがい

障 害 者
しょうがいしゃ

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 行
おこな

ってもな

おその業務
ぎょうむ

を遂行
すいこう

することができない場合
ばあい

その他
た
の客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある

場合
ばあい

を除
のぞ
き、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
として、賃金

ちんぎん
、労働

ろうどう
時間
じかん

、配置
はいち

、昇 進
しょうしん

、教 育
きょういく

訓練
くんれん

、福利
ふくり

厚生
こうせい

その他
た
の労働

ろうどう
条 件
じょうけん

について障 害 者
しょうがいしゃ

でない者
もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な

取 扱
とりあつか

いをすること又
また
は解雇

かいこ
し、若

も
しくは退 職

たいしょく
を 強

きょう
制
せい
すること 

七
なな

 障 害 者
しょうがいしゃ

が不特定
ふとくてい

多数
たすう

の者
もの
の利用

りよう
に 供

きょう
されている建物

たてもの

等
とう

又
また

は公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

を

利用
りよう

する場合
ばあい

において、建物
たてもの

等
とう

又
また

は旅客
りょかく

施設
しせつ

若
も
しくは車両

しゃりょう

等
とう

の構 造 上
こうぞうじょう

やむを得
え
な

いと認
みと
められる場合

ばあい
その他

た
の客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある場合

ばあい
を除

のぞ
き、障 害

しょうがい
を

理由
り ゆ う

として、当該
とうがい

利用
りよう

を拒否
きょひ

し、若
も
しくは制限

せいげん
し、又

また
は当該

とうがい
利用
りよう

に条 件
じょうけん

を付
ふ
す

ることその他
た
の障 害

しょうがい
者
しゃ
でない者

もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な取 扱

とりあつか
いをすること 

八
はち

 不動産
ふどうさん

の取引
とりひき

を 行
おこな

う場合
ばあい

において、建物
たてもの

等
とう

の構 造 上
こうぞうじょう

やむを得
え
ないと認

みと
められ

る場合
ばあい

その他
た
の客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある場合

ばあい
を除

のぞ
き、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
として、

不動産
ふどうさん

の売買
ばいばい

、賃貸
ちんたい

、転貸
てんたい

若
も
しくは賃 借 権

ちんしゃくけん
の譲渡

じょうと
を拒否

きょひ
し、若

も
しくは制限

せいげん

し、又
また
はこれらに条 件

じょうけん
を付

ふ
することその他

た
の障 害 者

しょうがいしゃ
でない者

もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な

取 扱
とりあつか

いをすること 

九
きゅう

 障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい
し情 報

じょうほう
を提

てい
供
きょう

し、又
また
は障 害 者

しょうがいしゃ
から意思

い し
の表示

ひょうじ
を受

う
ける

場合
ばあい

において、当該
とうがい

障 害 者
しょうがいしゃ

が情 報
じょうほう

の内容
ないよう

を確認
かくにん

することができる手段
しゅだん

により

情 報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

することに 著
いちじる

しい支障
ししょう

がある場合
ばあい

、当該
とうがい

障 害 者
しょうがいしゃ

が選択
せんたく

した

方法
ほうほう

によってはその表示
ひょうじ

しようとする意思
い し

を確認
かくにん

することに 著
いちじる

しい支障
ししょう

がある

場合
ばあい

その他
た
の客 観 的

きゃっかんてき
に合理的

ごうりてき
な理由

りゆう
がある場合

ばあい
を除

のぞ
き、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
として、

当該
とうがい

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

若
も
しくは意思

い し
の表示

ひょうじ
を受

う
けることを拒否

きょひ
し、若

も
しくは制限

せいげん
し、

又
また
はこれらに条 件

じょうけん
を付

ふ
することその他

た
の障 害 者

しょうがいしゃ
でない者

もの
と異

こと
なる不利益

ふりえき
な

取 扱
とりあつか

いをすること 

（令五
れいご

、六
ろく
・改正

かいせい
） 

（市
し
が 行

おこな
う合理的

ごうりてき
配慮
はいりょ

） 

第 八 条
だいはちじょう

 市
し
は、その事務

じ む
又
また
は事業

じぎょう
を 行

おこな
うに当

あ
たり、障 害 者

しょうがいしゃ
から現

げん
に社会的

しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね
の意思

い し
の表 明

ひょうめい
があった場合

ばあい
において、その実施

じっし
に

伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないときは、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

利益
りえき

を侵害
しんがい

することとならないよ
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う、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をしなければならない。 

２ 市
し
は、障 害 者

しょうがいしゃ
を雇用

こよう
する場合

ばあい
において、障 害 者

しょうがいしゃ
から障 害 者

しょうがいしゃ
でない者

もの
との

均等
きんとう

な機会
きかい

の確保
かくほ

又
また
は均

きん
等
とう
な待遇

たいぐう
その他

た
の取 扱

とりあつか
いの確保

かくほ
を求

もと
められた場合

ばあい
であっ

て、その実施
じっし

に 伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないときは、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をしなければならない。 

（事
じ
業 者
ぎょうしゃ

が 行
おこな

う合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

） 

第 九 条
だいきゅうじょう

 事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、その事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ
たり、障 害 者

しょうがいしゃ
から現

げん
に社会的

しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね
の意思

い し
の表 明

ひょうめい
があった場合

ばあい
において、その実施

じっし
に

伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないときは、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

利益
りえき

を侵害
しんがい

することとならないよ

う、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をしなければならない。 

２ 事
じ
業 者
ぎょうしゃ

は、障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

する場合
ばあい

において、障 害 者
しょうがいしゃ

から障 害 者
しょうがいしゃ

でない者
もの
と

の均等
きんとう

な機会
きかい

の確保
かくほ

又
また
は均

きん
等
とう
な待遇

たいぐう
その他

た
の取 扱

とりあつか
いの確保

かくほ
を求

もと
められた場合

ばあい
であ

って、その実施
じっし

に 伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないときは、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をしなければならな

い。 

（令五
れいご

、六
ろく
・改正

かいせい
） 

第 三 章
だいさんしょう

 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解
かい

消
しょう

するための施策
しさく

等
とう

 

第一節
だいいっせつ

 基本的
きほんてき

な施策
しさく

 

（啓発
けいはつ

活動
かつどう

及
およ
び交 流

こうりゅう
の推進

すいしん
） 

第 十 条
だいじゅうじょう

 市
し
は、事

じ
業 者
ぎょうしゃ

及
およ
び市民

しみん
の障 害

しょうがい
及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する関心

かんしん
と理解

りかい
を深

ふか

めるために必要
ひつよう

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行うとともに、障 害 者
しょうがいしゃ

と障 害 者
しょうがいしゃ

でない者
もの
又
また
は

障 害 者
しょうがいしゃ

同士
どうし

の交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

に必要
ひつよう

な施策
しさく

を実施
じっし

するものとする。 

（教 育
きょういく

の推進
すいしん

） 

第 十 一 条
だいじゅういちじょう

 市
し
は、市民

しみん
の 障 害

しょようがい
及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する関心

かんしん
と理解

りかい
を深

ふか
めるため

の教 育
きょういく

の推進
すいしん

に必要
ひつよう

な施策
しさく

を実施
じっし

するものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・追加

ついか
） 

（就 労
しゅうろう

及
およ
び雇用

こよう
に関

かん
する支援

しえん
の充 実

じゅうじつ
） 

第 十 二 条
だいじゅうにじょう

 市
し
は、障 害 者

しょうがいしゃ
の就 労

じゅうろう
及
およ
び雇用

こよう
を促進

そくしん
するため、障 害 者

しょうがいしゃ
の就 労

しゅうろう
に

関
かん
する相談

そうだん
及
およ
び支援

しえん
の充 実

じゅうじつ
を図

はか
るものとする。 

２ 市
し
は、事

じ
業 者
ぎょうしゃ

に対
たい
し、障 害 者

しょうがいしゃ
の雇用

こよう
及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
が 働

はたら
きやすい環 境

かんきょう
の整備

せいび

の必要性
ひつようせい

に関
かん
する啓発

けいはつ
及
およ
びこれらに関

かん
する情 報

じょうほう
の提 供

ていきょう
を 行

おこな
うものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・ 旧 第 十 一 条

きゅうだいじゅういちじょう
繰下
くりさげ

） 

（意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

） 

第 十 三 条
だいじゅうさんじょう

 市
し
は、他者

たしゃ
との意思

い し
疎通
そつう

を図
はか
ることが困難

こんなん
である障 害 者

しょうがいしゃ
に対

たい
してサ

ービス若
も
しくは情 報

じょうほう
を提

てい
供
きょう

し、又
また
はその意思

い し
の表示

ひょうじ
を受

う
ける場合

ばあい
において、その
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意思
い し

疎通
そつう

が円滑
えんかつ

に 行
おこな

われるよう、障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に応
おう
じた適切

てきせつ
な配慮

はいりょ
を 行

おこな
うた

めに必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せいび

その他
た
の意思

い し
疎通
そつう

に関
かん
する支援

しえん
の充 実

じゅうじつ
を図

はか
るものとする。 

２ 市
し
は、事

じ
業 者
ぎょうしゃ

に対
たい
し、他者

たしゃ
との意思

い し
疎通
そつう

を図
はか
ることが困難

こんなん
である障 害 者

しょうがいしゃ
に対

たい

してサービス若
も
しくは情 報

じょうほう
を提

てい
供
きょう

し、又
また
はその意思

い し
の表示

ひょうじ
を受

う
ける場合

ばあい
における

障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に応
おう
じた適切

てきせつ
な配慮

はいりょ
の必要性

ひつようせい
に関

かん
する啓発

けいはつ
及
およ
び当該

とうがい
配慮
はいりょ

の

方法
ほうほう

に関
かん
する情 報

じょうほう
の提 供

ていきょう
を 行

おこな
うものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 二 条 繰 下

きゅうだいじゅうにじょうくりさげ
） 

（政策
せいさく

形成
けいせい

過程
かてい

への参画
さんかく

の推進
すいしん

） 

第 十 四 条
だいじゅうよんじょう

 市
し
は、市政

しせい
に関

かん
する政策

せいさく
形成
けいせい

過程
かてい

における障 害 者
しょうがいしゃ

の参画
さんかく

を推進
すいしん

す

るため、政策
せいさく

の企画
きかく

、立案
りつあん

等
とう

に当
あ
たっては、障 害 者

しょうがいしゃ
に対

たい
する適切

てきせつ
な情 報

じょうほう
提 供
ていきょう

や障 害 者
しょうがいしゃ

からの意見
いけん

の聴 取
ちょうしゅ

を 行
おこな

うよう努
つと
めるものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 三 条 繰 下

きゅうだいじゅうさんじょうくりさげ
） 

（関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

） 

第 十 五 条
だいじゅうごじょう

 市
し
は、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
とする差別

さべつ
の解 消

かいしょう
の施策

しさく
の推進

すいしん
に当

あ
たっては、

関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

の強化
きょうか

に努
つと
めるものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 四 条 繰 下

きゅうだいじゅうよんじょうくりさげ
） 

（情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

、整理
せいり

及
およ
び提 供

ていきょう
） 

第 十 六 条
だいじゅうろくじょう

 市
し
は、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
とする差別

さべつ
を解

かい
消
しょう

するための取組
とりくみ

に資
し
するよう、

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

及
およ
びその解 消

かいしょう
のための取組

とりくみ
に関

かん
する情 報

じょうほう
を 収 集

しゅうしゅう
し、

及
およ
び整理

せいり
するよう努

つと
めるとともに、事

じ
業 者
ぎょうしゃ

及
およ
び市民

しみん
に対

たい
し、当該

とうがい
情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

を 行
おこな

うよう努
つと
めるものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・追加

ついか
） 

（人材
じんざい

の育成
いくせい

等
とう
） 

第 十 七 条
だいじゅうななじょう

 市
し
は、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
とする差別

さべつ
に関

かん
する紛争

ふんそう
の防止

ぼうし
又
また
は解決

かいけつ
が図

はか
られ

るよう、障 害
しょうがい

及
およ
び障 害 者

しょうがいしゃ
に関

かん
する専門的

せんもんてき
な知識

ちしき
及
およ
び技能

ぎのう
を有

ゆう
する者

もの
の育成

いくせい
そ

の他
た
の必要

ひつよう
な施策

しさく
を実施

じっし
するものとする。 

（令五
れいご

、六
ろく
・追加

ついか
） 

第二節
だいにせつ

 差別
さべつ

に関
かん
する相談

そうだん
等
とう

 

（相談
そうだん

） 

第 十 八 条
だいじゅうはちじょう

 障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ
びその家族

かぞく
、後見人

こうけんにん
その他

た
の関係者

かんけいしゃ
又
また
は事

じ
業 者
ぎょうしゃ

は、市
し

に対
たい
し、障 害

しょうがい
を理由

りゆう
とする差別

さべつ
に関

かん
する相談

そうだん
を 行

おこな
うことができる。 

２ 市
し
は、前項

ぜんこう
の規定

きてい
による相談

そうだん
を受

う
けた場合

ばあい
は、必要

ひつよう
に応

おう
じて次

つぎ
に掲

かか
げる対応

たいおう
を

行
おこな

うものとする。 
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一
いち

 助言
じょげん

及
およ
び情 報

じょうほう
提 供
ていきょう

その他
た
障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解
かい

消
しょう

するための必要
ひつよう

な支援
しえん

 

二
に
 当該

とうがい
事案
じあん

の当事者
とうじしゃ

（第 二 十 条
だいにじゅうじょう

第二項
だいにこう

において「関係
かんけい

当事者
とうじしゃ

」という。）その

他
た
の関係者

かんけいしゃ
に対

たい
する事実

じあん
の確認

かくにん
及
およ
び関係者間

かんけいしゃかん
の調 整

ちょうせい
 

三
さん

 次
じ
条
じょう

の規定
きてい

による助言
じょげん

又
また
はあっせんの求

もと
めを 行

おこな
うために必要

ひつよう
な支援

しえん
 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 五 条 繰 下

きゅうだいじゅうごじょうくりさげ
・改正

かいせい
） 

（助言
じょげん

又
また
はあっせんの求

もと
め） 

第 十 九 条
だいじゅうきゅうじょう

 障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ
びその家族

かぞく
、後見人

こうけんにん
その他

た
の関係者

かんけいしゃ
は、現

げん
に障 害

しょうがい
を

理由
りゆう

とする差別
さべつ

を理由
りゆう

とした紛争
ふんそう

が 生
しょう

じている場合
ばあい

であって、前 条
ぜんじょう

第二項
だいにこう

第二号
だいにごう

の規定
きてい

による調 整
ちょうせい

が図
はか
られてもなお当該

とうがい
紛争
ふんそう

が解
かい
決
けつ
されないとき（当該

とうがい
助言
じょげん

又
また

はあっせんの求
もと
めを 行

おこな
うことが当該

とうがい
障 害 者
しょうがいしゃ

の意思
い し

に反
はん
していることが明

あき
らかであ

る場合
ばあい

を除
のぞ
く。）は、第 二 十 三 条

だいにじゅうさんじょう
第一項
だいいっこう

に規定
きてい

する仙台市
せんだいし

障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

相談
そうだん

調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

」という。）に対
たい
し、当該

とうがい
紛争
ふんそう

を解
かい
決
けつ
するため

に必要
ひつよう

な助言
じょげん

又
また
はあっせんを求

もと
めることができる。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 六 条 繰 下

きゅうだいじゅうろくじょうくりさげ
・改正

かいせい
） 

（助言
じょげん

又
また
はあっせん） 

第 二 十 条
だいにじゅうじょう

 調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、前 条
ぜんじょう

の規定
きてい

による求
もと
めに係

かか
る事案

じあん
について、当該

とうがい

事案
じあん

の解決
かいけつ

のために必要
ひつよう

な助言
じょげん

又
また
はあっせんを 行

おこな
うことができる。 

２ 調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

の規定
きてい

による助言
じょげん

又
また
はあっせんを 行

おこな
うために必要

ひつよう
がある

と認
みと
めるときは、関係

かんけい
当事者
とうじしゃ

その他
た
の関係者

かんけいしゃ
に対

たい
し、説明

せつめい
又
また
は必要

ひつよう
な資料

しりょう
の

提 出
ていしゅつ

を求
もと
めることができる。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 七 条 繰 下

きゅうだいじゅうななじょうくりげ
） 

（勧告
かんこく

） 

第 二 十 一 条
だいにじゅういちじょう

 調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、市長
しちょう

に対
たい
して、次

つぎ
の各号

かくごう
のいずれかに該当

がいとう
する者

もの

に対
たい
して必要

ひつよう
な措置

そ ち
を講

こう
ずべきことを勧告

かんこく
するよう求

もと
めることができる。 

一
いち

 調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

が前 条
ぜんじょう

第一項
だいいっこう

の規定
きてい

による助言
じょげん

又
また
はあっせんを 行

おこな
った場合

ばあい
に

おいて、正当
せいとう

な理由
りゆう

なくその助言
じょげん

又
また
はあっせん案

あん
を受

じゅ
諾
だく
しなかった者

もの
 

二
に
 調 整

ちょうせい
委員会
いいんかい

が前 条
ぜんじょう

第二項
だいにこう

の規定
きてい

による求
もと
めを 行

おこな
った場合

ばあい
において、正当

せいとう
な

理由
りゆう

なく当該
とうがい

求
もと
めに応

おう
じず、又

また
は虚偽

きょぎ
の説明

せつめい
をし、若

も
しくは資料

しりょう
を提

てい
出
しゅつ

した者
もの

 

２ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の規定
きてい

による求
もと
めがあった場合

ばあい
において、必要

ひつよう
があると認

みと
めるとき

は、当該
とうがい

求
もと
めに係

かか
る者

もの
に対

たい
し、当該

とうがい
事案
じあん

の解決
かいけつ

のために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう
ずるよう

勧告
かんこく

することができる。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 八 条 繰 下

きゅうだいじゅうはちじょうくりさげ
） 



9/9 

（公 表
こうひょう

） 

第二十二条
だいにじゅうにじょう

 市長
しちょう

は、前 条
ぜんじょう

第二項
だいにこう

の規定
きてい

による勧告
かんこく

を受
う
けた者

もの
が正当

せいとう
な理由

りゆう
なく

当該
とうがい

勧告
かんこく

に 従
したが

わないときは、その旨
むね
を公 表

こうひょう
することができる。 

２ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の規定
きてい

による公 表
こうひょう

をしようとするときは、当該
とうがい

公 表
こうひょう

に係
かか
る者

もの
に

対
たい
し、あらかじめ、その旨

むね
を通知

つうち
し、その者

もの
又
また
はその代理人

だいりにん
の出 席

しゅっせき
を求

もと
め、意見

いけん

陳 述
ちんじゅつ

の機会
きかい

を与
あた
えなければならない。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 十 九 条 繰 下

きゅうだいじゅうきゅうじょうくりさげ
） 

（仙台市
せんだいし

障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

相談
そうだん

調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

） 

第 二 十 三 条
だいにじゅうさんじょう

 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関
かん
する紛争

ふんそう
の解決

かいけつ
を図

はか
ることを目的

もくてき
とし

て、仙台市
せんだいし

障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

相談
そうだん

調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

を設置
せっち

する。 

２ 調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、委員
いいん

七人
ななにん

以内
いない

で組織
そしき

する。 

３ 委員
いいん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ
び福祉

ふくし
、医療

いりょう
、教 育

きょういく
、雇用

こよう
その他

た
障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

の擁護
ようご

に

ついて優
すぐ
れた識

しき
見
けん
を有

ゆう
する者

もの
のうちから、市長

しちょう
が委嘱

いしょく
する。 

４ 前
ぜん
三項
さんこう

に定
さだ
めるもののほか、調 整

ちょうせい
委員会
いいんかい

の組織
そしき

及
およ
び運営

うんえい
に関

かん
し必要

ひつよう
な事項

じこう

は、市長
しちょう

が定
さだ
める。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 二 十 条 繰 下

きゅうだいにじゅうじょうくりさげ
） 

第 四 章
だいよんしょう

 雑則
ざっそく

 

（委任
いにん

） 

第 二 十 四 条
だいにじゅうよんじょう

 この条 例
じょうれい

の施行
しこう

に関
かん
し必要

ひつよう
な事項

じこう
は、市長

しちょう
が定

さだ
める。 

（令五
れいご

、六
ろく
・旧 第 二 十 一 条 繰 下

きゅうだいにじゅういちじょうくりさげ
） 

附
ふ
 則

そく
 

この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

二十八年
にじゅうはちねん

四月
しがつ

一日
ついたち

から施行
しこう

する。 

附
ふ
 則

そく
（令五

れいご
、六

ろく
・改正

かいせい
） 

この条 例
じょうれい

は、令和
れいわ

五年
ごねん

十 月
じゅうがつ

一日
ついたち

から施行
しこう

する。 

 


